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議 案 № 案 件 等 内 容

１，議案

豊見城市消防手数料条例の一部改正について

　沖縄振興特別措置法等関係法令に基づいて、固定資産税の課税免除
の対象要件等を明確にするため、所要の改正を行うものです。

　子ども・子育て支援法の改正に伴い、所要の改正を行うものです。

　公立幼稚園が公私連携型認定こども園に移行したことにより、保育士
の集約が図られ、座安保育所の定員拡大が可能となったことに伴い所要
の改正を行うものです。

　消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、所要の改正を行うも
のです。

令和元年度豊見城市一般会計補正予算（第２号）

令和元年度豊見城市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和元年度豊見城市水道事業会計補正予算（第
２号）

令和元年度豊見城市下水道事業会計補正予算
（第２号）

豊見城市基本構想の策定に関する条例の制定について

豊見城市固定資産税の課税免除に関する条例の
一部改正について

教育委員会委員の任命について

３，報告

専決処分の報告について（豊見城中学校普通教
室棟建築工事　変更契約）

専決処分の報告について（豊見城中学校普通教
室棟機械設備工事　変更契約）

豊見城中学校特別教室棟建築工事の請負契約に
ついて

豊見城中学校特別教室棟機械設備工事の請負契
約について

豊見城中学校外構工事（１期２工区）の請負契約
について

消防ポンプ自動車Ⅱ型代替整備事業（物品購入
契約）について

市道の路線廃止について

市道の路線認定について

平成30年度豊見城市水道事業会計利益の処分及
び決算の認定について

２，同意案

豊見城市子どものための教育・保育に関する利用
者負担額を定める条例の一部改正について

豊見城市保育所設置条例の一部改正について

消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関
係条例の整理に関する条例について

豊見城市消防団員の定員、任免、服務等に関する
条例の一部改正について

豊見城市火災予防条例の一部改正について

　教育委員会委員の任期満了に伴い、その後任を任命するため、地方教
育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の
同意を求めるものです。

　成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関
係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、所要の改正を行う
ものです。

　地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、所要
の改正を行うものです。

　防火対象物の管理について、火を使用する設備等の設置の届出にお
いて変更届及び廃止届を加える必要があるため、所要の改正を行うもの
です。

平成30年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及
び決算報告について

　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ424,921千円を追加し、予
算総額を25,822,311千円とするとともに、債務負担行為及び地方債の補
正を行う提案となっています。

　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,391千円を減額し、予算
総額を7,817,648千円とする提案となっています。

　収益的収入の予定額に17千円を追加し1,731,828千円に、収益的支出
の予定額に8,822千円を追加し1,515,144千円とし、資本的収入の予定額
に3,591千円を追加し96,594千円に、資本的支出の予定額に243千円追
加し714,264千円とするとともに、職員給与費の補正を行う提案となってい
ます。

　収益的支出の予定額に5,622千円を追加し964,081千円とし、資本的収
入の予定額に1,429千円を追加し1,091,667千円に、資本的支出の予定額
に6,432千円を追加し1,072,042千円とするとともに、職員給与費の補正を
行う提案となっています。

　地方自治法の改正により市町村基本構想の策定義務が廃止されたこと
に伴い、今後本市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、基本
構想を定める必要があることから条例を制定するものです。

　地方自治法第243条の3第2項の規定により、当該公社の昨年度の事業
及び決算について議会に報告するものです。

　豊見城中学校特別教室棟建築工事の請負契約について、議会の議決
に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に
より、議会の議決を求めるものです。

　豊見城中学校特別教室棟機械設備工事の請負契約について、議会の
議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規
定により、議会の議決を求めるものです。

　豊見城中学校外構工事（１期２工区）の請負契約について、議会の議決
に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に
より、議会の議決を求めるものです。

　豊見城中学校普通教室棟建築工事の請負変更契約について、地方自
治法第180条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定
により議会に報告するものです。

　豊見城中学校普通教室棟機械設備工事の請負変更契約について、地
方自治法第180条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の
規定により議会に報告するものです。

　消防ポンプ自動車Ⅱ型代替整備事業（備品購入契約）について、議会
の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の
規定により、議会の議決を求めるものです。

　道路網の計画的な整備を図るため、市道の路線を廃止する必要がある
ので、道路法第10条第３項の規定により議会の議決を求めるものです。

　道路網の計画的な整備を図るため、市道の路線を認定する必要がある
ので、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるものです。

　地方公営企業法第32条第2項及び第3項の規定により、決算に伴う利
益及び資本剰余金の処分を提案し、併せて、同法第30条第4項の規定に
より、監査委員の意見を付けて議会の認定に付すための提案です。


